
♪♪♪現金出納帳のチェックポイント♪♪♪ 

令和元年 11 月 11 日  

□ ① エンピツ・シャーペン以外での記入をお願いします。  

□ ② ５項目⓵日付 ②勘定科目 ③具体的な内容 

④取引先（入金先・支払先）名称と⑤金額を、 

全て記入して下さい。 
□ ③ 取引の内容によって勘定科目が変わりますので、 

分けて記入して下さい。例えば… 

● ガソリンスタンド店名だけでなく、「車両費（ガソリン代等）」なのか、 

「水道光熱費（灯油代）」なのかがわかるように、内容を記載して下さい。 

● スーパーやコンビニも同様に、購入品によって「仕入」「消耗品費」「接待交際

費」に分類して下さい。 

● 支払い先が「仕入」なのか？「外注」なのか？がわかるようにして下さい。（製

造業・建築業・建設業・飲食店） 

● 「接待交際費」について、相手先とその内容が営業の為のものであるか。 

☆『仕事上で取引関係のある相手か？』、『売上につながる相手か？』で、判断

します。よって、取引のない単なるご近所への香典は経費になりません。 

● 損害保険料について、保険会社の名前の記入ではなく、例えば店舗・事務所・

商品に対する「火災保険料」なのか、「自動車保険料」なのか、または「賠償

共済」（PL 保険等）なのか、内容がわかるようにして下さい。 

「自宅関係分」は経費ではありません（事業主貸で処理して下さい） 

□ ④ 現金の残高を記入して下さい。日ごと、ページごと 
□ ⑤ 預金関係（預入、払戻）の記入洩れがあります。 
□ ⑥ 家事関連支出と、事業経費との区別をお願いします。 

（経費とならない支出があれば「事業主貸（店主貸）」で計上します） 
□ ⑦ 消費税の適用税率の異なる、売上や経費の区別経理をして下さい。 

☆1 枚のレシート内で混在していれば、２段以上に分けて記帳します。 

☆軽減税率が適用されているものには、何らかの印を付けます 

（軽減税率の適用品が多い場合には、その逆でも良いです） 

 

☆チェックのあった項目に注意して、正しい出納帳で、溜めないように毎日つけましょう。 

◎裏面の「消費税に関する参考表」もご覧ください 

 喬木村商工会 電話 33-2125  
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今年 10 月１日からの「見積書・請求書・納品書・領収書」と「帳面の付け方」の注意事項 

9/30 まで 



 勘定科目 参考表 

科目名称 主な内容 

売 上 

ただし相手との相殺分（特に仕入や振込手数料）、源泉税がある場合

には、その分も含めて計上します。⇒その場合は二段書き（相殺前の

全額を収入欄に、差引分を支出欄へ）が望ましい 

仕 入 材料、商品、部品の仕入代（振込手数料を含めて一括計上を推奨） 

租税公課 

収入印紙、消費税、個人事業税、自動車税、固定資産税 

☆なお所得税、住民税、国保税は経費とはなりません⇒「事業主貸」

で処理しますので、ご注意下さい 

水道光熱費 電気、ガス、水道、灯油 

旅費交通費 駐車料、通行料、出張時の宿泊費 

通信費 
仕事用の電話、ケータイ電話、切手・はがき代、なおインターネット

接続料は仕事で HP を公開するなど利用している場合のみ経費可 

広告宣伝費 花火協賛金、パンフレット広告記載料、お客様への粗品 

接待交際費 
お客様や取引先への手土産代、香典、              

商工会や仕事関係者との飲食会や旅行等への参加費 

福利厚生費 従業員さん（アルバイト含む）の食事代、制服・作業衣代 

損害保険料 店舗・社屋の火災保険料、営業車の自動車保険料、営業賠償保険料 

修繕費 修理費、修理のため材料費、保守契約料 

消耗品費 資材、ごみ袋、作業衣、食器、文房具など 

車両関係費 
ガソリン、オイル、タイヤ、修理費など維持費（車両本体は固定資産）

なお車検費用については「税金と保険料を分けて」記入して下さい 

負担金 商工会、青申会、食品衛生協会等の年会費 

支払手数料 振込料、決算料など 

雑費 ☆他に当てはまるものがわからなければ 

 


